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 県　章 
　福島県の「ふ」の字の形をもとに
して作られました。
　県民がなかよく力を合わせてより
良い福島県にしていこうという願

ねが

い
を込めて、1968 年（昭和 43 年）
10月 23日に決められました。

 ８月 21日は福島県民の日 
　県民が郷

きょうど

土についての理
りかい

解と関
かんしん

心
を深め、心を合わせてより豊

ゆた

かな福
島県を築

きず

こうとする日として、1997
年（平成９年）に決められました。

県の花「ネモトシャクナゲ」

毎年７月ごろ吾妻山などで

白またはうすもも色の八
や

重
え

の花を咲
さ

かせ、国の天
てん

然
ねん

記
き

念
ねん

物
ぶつ

に指定されています。

1954 年（ 昭 和 29 年 ）に

NHK が郷土の花に選定し、

これを県の花として指定し

ました。

県の鳥「キビタキ」

毎年４月 中
ちゅうじゅん

旬 ごろ飛
ひ

来
らい

す

る黄色い美しい渡り鳥。森

林に発生する害
がいちゅう

虫 を好んで

食べ、緑の山を守る役目を果

たしています。県民から募
ぼしゅう

集

し、1965 年（昭和 40年）５

月 10日に県の鳥として指定

しました。

県の木「ケヤキ」

どんなあらしにもびくともし

ないでたくましく生きぬくケ

ヤキは、ねばり強い県民性、

大きくのびる県土のシンボル

です。県民から募
ぼしゅう

集し、1966

年（昭和41年）９月28日に県

の木として指定しました。
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